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(57)【要約】
【課題】ボリュームデータに基づいて超音波画像を形成
するにあたり、画像形成処理の処理時間を短縮しつつ画
像の解像度の低下を抑える。
【解決手段】三次元画像形成部３０は、ボリュームデー
タに対して複数のレイを設定し、複数のレイを利用した
画像形成処理により超音波画像を形成する。解像度処理
ブロック４０は、三次元画像形成部３０において形成さ
れた超音波画像を高解像度化する。三次元画像形成部３
０の画像形成処理に利用されるレイの本数が低減され、
その画像形成処理の処理時間を短縮して超音波画像が形
成される。さらに、解像度処理ブロック４０において、
超音波画像を高解像度化することにより、レイの本数の
低減に伴って低下した超音波画像の解像度が高められる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受するプローブと、
　プローブを送信制御することにより超音波の受信信号を得る送受信部と、
　超音波の受信信号に基づいて得られるボリュームデータに対して複数のレイを設定し、
複数のレイを利用した画像形成処理により超音波画像を形成する画像形成部と、
　画像形成部において形成された超音波画像を高解像度化する解像度処理部と、
　を有し、
　画像形成処理に利用するレイの本数を低減することにより、当該画像形成処理の処理時
間を短縮して超音波画像を形成し、
　当該超音波画像を高解像度化することにより、レイの本数の低減に伴って低下した当該
超音波画像の解像度を高める、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記ボリュームデータのボリュームレートに応じて、画像形成処理の処理時間がボリュ
ームレートに適合するように、当該画像形成処理に利用するレイの本数を低減する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置において、
　前記ボリュームデータを構成するボクセルデータの総数を低減することにより、当該ボ
リュームデータに対して必要とされるレイの本数を低減する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記解像度処理部は、前記画像形成部において形成された超音波画像に補間データを挿
入して当該超音波画像の画素数を増加させる補間処理と、当該補間処理により画素数を増
加させた超音波画像に対する精細化処理により、超音波画像を高解像度化する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の超音波診断装置において、
　前記解像度処理部は、前記精細化処理において、前記補間処理により画素数を増加させ
た超音波画像を対象画像とし、当該対象画像を高精細化して高精細画像を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の超音波診断装置において、
　前記解像度処理部は、高精細画像を劣化させた劣化画像と対象画像との比較結果に基づ
いて更新成分を導出し、高精細画像と更新成分とを合成して高精細画像を更新することに
より、当該対象画像を高精細化した高精細画像を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　超音波を送受することにより得られたボリュームデータに対して複数のレイを設定し、
複数のレイを利用した画像形成処理により超音波画像を形成する画像形成部と、
　画像形成部において形成された超音波画像を高解像度化する解像度処理部と、
　を有し、
　画像形成処理に利用するレイの本数を低減することにより、当該画像形成処理の処理時
間を短縮して超音波画像を形成し、
　当該超音波画像を高解像度化することにより、レイの本数の低減に伴って低下した当該
超音波画像の解像度を高める、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、ボリュームデータに基づいて超音波画像を形
成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　診断対象を含む三次元空間に対して超音波を送受することにより得られるボリュームデ
ータに基づいて、診断対象を映し出した三次元の超音波画像を形成する技術が知られてい
る。例えば、特許文献１には、ボリュームレンダリング法により三次元の超音波画像を形
成する技術が示されている。ボリュームレンダリング法によれば、診断対象をその表面か
ら内部に亘って透過するように立体的に映し出した超音波画像を形成することができる。
【０００３】
　例えば、ボリュームレンダリング法においては、ボリュームデータに対して複数のレイ
が設定され、各レイごとにレンダリング演算を行って画素値を得ることにより、複数のレ
イから得られる複数の画素値に基づいて三次元の超音波画像が形成される。
【０００４】
　しかし、ボリュームレンダリング法において、多数のレイ（例えば数千から数万本のレ
イ）を対象としてレンダリング演算を行うと演算時間が膨大となってしまう。また、演算
時間を短縮するために単にレイの本数を減らしてしまうと超音波画像の解像度が低下して
しまう。つまり、例えばボリュームレンダリング法等のボリュームデータに基づく超音波
画像の形成においては、画像を得るための演算時間とその画像に関する解像度がトレード
オフの関係にある。
【０００５】
　ところで、超音波画像に限らず一般的な画像において、画像を精細化して画質を向上さ
せる技術として、例えばＩＢＰ（Iterative Back Projection）等の技術が提案されてい
る（非特許文献１参照）。このような精細化に係る技術の超音波画像への応用が期待され
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２５９６９７号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】MICHAL IRANI and SHMUEL PELEG,「Improving Resolution by Image Re
gistration」,GRAPHICAL MODELS AND IMAGE PROCESSING,Vol.53,No.3,May,pp.231-239,19
91
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した背景技術に鑑み、本願の発明者は、ボリュームデータに基づく超音波画像の画
像形成技術について研究開発を重ねてきた。
【０００９】
　本発明は、上述した研究開発の過程において成されたものであり、その目的は、ボリュ
ームデータに基づいて超音波画像を形成するにあたり、画像形成処理の処理時間を短縮し
つつ画像の解像度の低下を抑えることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的にかなう好適な超音波診断装置は、超音波を送受するプローブと、プローブを
送信制御することにより超音波の受信信号を得る送受信部と、超音波の受信信号に基づい



(4) JP 2016-19554 A 2016.2.4

10

20

30

40

50

て得られるボリュームデータに対して複数のレイを設定し、複数のレイを利用した画像形
成処理により超音波画像を形成する画像形成部と、画像形成部において形成された超音波
画像を高解像度化する解像度処理部と、を有し、画像形成処理に利用するレイの本数を低
減することにより、当該画像形成処理の処理時間を短縮して超音波画像を形成し、当該超
音波画像を高解像度化することにより、レイの本数の低減に伴って低下した当該超音波画
像の解像度を高めることを特徴とする。
【００１１】
　上記装置において、超音波を送受するプローブは三次元画像用の超音波探触子であり、
例えば、二次元的に配列された複数の振動素子を備える二次元アレイプローブや、一次元
的に配列された複数の振動素子を機械的に動かすメカニカルプローブ等が好適である。送
受信部は、例えば、診断対象を含む三次元空間内において超音波ビーム（送信ビームと受
信ビーム）を立体的に走査して超音波の受信信号を得る。なお、送受信部は、例えば送信
開口合成等の技術を利用して超音波の受信信号を得てもよい。
【００１２】
　ボリュームデータは、例えば、三次元空間内から得られる超音波の受信信号に対する座
標変換処理や補間処理等により形成される。例えば、データ空間内において三次元的に配
列された複数のボクセルデータによりボリュームデータが構成される。
【００１３】
　画像形成部は、ボリュームデータに対して複数のレイを設定し、複数のレイを利用した
画像形成処理により超音波画像を形成する。その画像形成処理としては、例えばボリュー
ムレンダリング処理が好適である。ボリュームレンダリング処理においては、ボリューム
データに対して、仮想的な視線として複数のレイが設定され、各レイごとにレンダリング
演算を行って画素値を得ることにより、複数のレイから得られる複数の画素値に基づいて
レンダリング画像が形成される。なお、画像形成部は、例えばサーフェイスレンダリング
等の公知の処理により超音波画像を形成してもよい。
【００１４】
　解像度処理部は、画像形成部において形成された超音波画像を高解像度化する。解像度
処理部は、例えば、画像形成部において形成された超音波画像に補間データを挿入してそ
の超音波画像の画素数を増加させる補間処理と、補間処理により画素数を増加させた超音
波画像に対する精細化処理により、超音波画像を高解像度化する。補間処理においては、
例えば、線形補間等により補間データを得ることができるものの、線形補間以外の他の公
知の技術により補間処理が実現されてもよい。また、精細化処理においては、例えばＩＢ
Ｐ（Iterative Back Projection）等の技術を利用することが望ましいものの、他の公知
の技術が利用されてもよい。
【００１５】
　そして上記装置は、画像形成処理に利用するレイの本数を低減することにより、その画
像形成処理の処理時間を短縮して超音波画像を形成し、その超音波画像を高解像度化する
ことにより、レイの本数の低減に伴って低下したその超音波画像の解像度を高める。これ
により、画像形成処理の処理時間を短縮しつつ画像の解像度の低下を抑えることが可能に
なる。
【００１６】
　望ましい具体例において、前記超音波診断装置は、前記ボリュームデータのボリューム
レートに応じて、画像形成処理の処理時間がボリュームレートに適合するように、当該画
像形成処理に利用するレイの本数を低減することを特徴とする。
【００１７】
　望ましい具体例において、前記超音波診断装置は、前記ボリュームデータを構成するボ
クセルデータの総数を低減することにより、当該ボリュームデータに対して必要とされる
レイの本数を低減することを特徴とする。
【００１８】
　望ましい具体例において、前記解像度処理部は、前記画像形成部において形成された超
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音波画像に補間データを挿入して当該超音波画像の画素数を増加させる補間処理と、当該
補間処理により画素数を増加させた超音波画像に対する精細化処理により、超音波画像を
高解像度化することを特徴とする。
【００１９】
　望ましい具体例において、前記解像度処理部は、前記精細化処理において、前記補間処
理により画素数を増加させた超音波画像を対象画像とし、当該対象画像を高精細化して高
精細画像を得ることを特徴とする。
【００２０】
　望ましい具体例において、前記解像度処理部は、高精細画像を劣化させた劣化画像と対
象画像との比較結果に基づいて更新成分を導出し、高精細画像と更新成分とを合成して高
精細画像を更新することにより、当該対象画像を高精細化した高精細画像を得ることを特
徴とする。
【００２１】
　また、上記目的にかなう好適な超音波画像処理装置は、超音波を送受することにより得
られたボリュームデータに対して複数のレイを設定し、複数のレイを利用した画像形成処
理により超音波画像を形成する画像形成部と、画像形成部において形成された超音波画像
を高解像度化する解像度処理部と、を有し、画像形成処理に利用するレイの本数を低減す
ることにより、当該画像形成処理の処理時間を短縮して超音波画像を形成し、当該超音波
画像を高解像度化することにより、レイの本数の低減に伴って低下した当該超音波画像の
解像度を高めることを特徴とする。
【００２２】
　上記超音波画像処理装置は、例えば、コンピュータにより実現することができる。つま
り、超音波を送受することにより得られたボリュームデータに対して複数のレイを設定し
、複数のレイを利用した画像形成処理により超音波画像を形成する画像形成機能と、画像
形成機能により形成された超音波画像を高解像度化する解像度処理機能と、画像形成処理
に利用するレイの本数を低減することにより、当該画像形成処理の処理時間を短縮して超
音波画像を形成し、当該超音波画像を高解像度化することにより、レイの本数の低減に伴
って低下した当該超音波画像の解像度を高める機能をコンピュータに実現させるプログラ
ムにより、コンピュータを上記超音波画像処理装置として機能させることができる。その
プログラムは、例えば、ディスクやメモリなどのコンピュータが読み取り可能な記憶媒体
に記憶され、その記憶媒体を介してコンピュータに提供されてもよいし、インターネット
などの電気通信回線を介してコンピュータに提供されてもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明により、ボリュームデータに基づいて超音波画像を形成するにあたり、画像形成
処理の処理時間を短縮しつつ画像の解像度の低下を抑えることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成図である。
【図２】図１の超音波診断装置による処理の具体例１を説明するための図である。
【図３】座標変換処理の具体例１を示す図である。
【図４】前処理部における前処理の具体例を説明するための図である。
【図５】補間処理部における補間処理の具体例を説明するための図である。
【図６】精細化処理部における精細化処理の具体例を説明するための図である。
【図７】精細化処理の具体例であるＩＢＰ処理を説明するための図である。
【図８】シグモイド曲線の具体例を示す図である。
【図９】図１の超音波診断装置による処理の具体例２を説明するための図である。
【図１０】座標変換処理の具体例２を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
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　図１は、本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成図である。プローブ１
０は、三次元画像用の超音波探触子であり、例えば、二次元的に配列された複数の振動素
子を備える二次元アレイプローブや、一次元的に配列された複数の振動素子を機械的に動
かすメカニカルプローブ等が好適な具体例である。
【００２６】
　送受信部１２は、送信ビームフォーマおよび受信ビームフォーマとしての機能を備えて
いる。つまり、送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子の各々に対して送
信信号を出力することにより送信ビームを形成し、さらに、複数の振動素子から得られる
複数の受波信号に対して整相加算処理などを施して受信ビームを形成する。これにより、
超音波ビーム（送信ビームと受信ビーム）が走査面内において走査され、各受信ビームご
とに超音波の受信信号が形成される。超音波の受信信号（ＲＦ信号）は、検波処理等の受
信信号処理を施される。これにより、各受信ビームごとにその受信ビームに対応したライ
ンデータが得られる。
【００２７】
　送受信部１２は、例えば、診断対象を含む三次元空間内において走査面の位置を移動さ
せながら立体的な走査を行う。送受信部１２は、例えば、超音波ビームを電子的に走査し
て走査面を形成し、複数のラインデータからなるフレームデータを得る。そして、走査面
が電子的または機械的に移動され、これにより、三次元空間内から複数の走査面に対応し
た複数フレームのフレームデータが得られる。
【００２８】
　ボリューム構成部２０は、三次元空間内から得られた複数フレームのフレームデータに
対して、リコンストラクション処理を施して、三次元空間に対応したボリュームデータを
形成する。ボリュームデータは、データ空間内において三次元的に配列された複数のボク
セルデータで構成される。
【００２９】
　三次元画像形成部３０は、ボリュームデータに対して複数のレイを設定し、複数のレイ
を利用した画像形成処理により超音波画像を形成する。その画像形成処理としては、例え
ばボリュームレンダリング処理が好適である。ボリュームレンダリング処理においては、
ボリュームデータに対して、仮想的な視線として複数のレイが設定され、各レイごとにレ
ンダリング演算を行って画素値を得ることにより、複数のレイから得られる複数の画素値
に基づいて３Ｄ（三次元）レンダリング画像が形成される。
【００３０】
　解像度処理ブロック４０は、前処理部４２と補間処理部４４と精細化処理部４６で構成
され、三次元画像形成部３０において形成された超音波画像、例えば３Ｄレンダリング画
像を高解像度化する。解像度処理ブロック４０における処理の具体例については後に詳述
する。解像度処理ブロック４０において高解像度化された超音波画像、例えば高解像度化
された３Ｄレンダリング画像は、必要に応じてグラフィックデータ等が合成され、表示部
５０に表示される。
【００３１】
　制御部６０は、図１に示す超音波診断装置内を全体的に制御する。図１の超音波診断装
置は、例えば、マウス、キーボード、トラックボール、タッチパネル、その他のスイッチ
類等の操作デバイスを備えていることが望ましい。そして、制御部６０による全体的な制
御には、操作デバイス等を介してユーザから受け付けた指示も反映される。
【００３２】
　図１に示す構成（符号を付した各部）のうち、送受信部１２，ボリューム構成部２０，
三次元画像形成部３０，前処理部４２，補間処理部４４，精細化処理部４６の各部は、例
えば電気電子回路やプロセッサ等のハードウェアを利用して実現することができ、その実
現において必要に応じてメモリ等のデバイスが利用されてもよい。また、上記各部に対応
した機能が、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等のハードウェアと、ＣＰＵやプロセッサの動
作を規定するソフトウェア（プログラム）との協働により実現されてもよい。表示部５０
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の好適な具体例は、液晶ディスプレイ等である。制御部６０は、例えば、ＣＰＵやプロセ
ッサやメモリ等のハードウェアと、ＣＰＵやプロセッサの動作を規定するソフトウェア（
プログラム）との協働により実現することができる。
【００３３】
　図１の超音波診断装置の全体構成は以上のとおりである。次に、当該超音波診断装置に
よる処理の具体例について説明する。なお、図１に示した構成（符号を付した各部）につ
いては、以下の説明において図１の符号を利用する。
【００３４】
　図２は、図１の超音波診断装置による処理の具体例１を説明するための図である。図２
には、送受信部１２とボリューム構成部２０と三次元画像形成部３０と解像度処理ブロッ
ク４０における処理の具体例が図示されている。
【００３５】
　送受信部１２は、三次元空間内において、フレーム方向に走査面（フレーム）の位置を
移動させながら立体的な走査を行い、これにより、三次元空間内から複数の走査面に対応
した複数フレームのフレームデータを得る。
【００３６】
　ボリューム構成部２０は、フレーム方向に配列された複数フレームのフレームデータに
対して、リコンストラクション処理を施して、三次元空間に対応したボリュームデータを
形成する。ボリュームデータは、データ空間内において三次元的に配列された複数のボク
セルデータで構成される。リコンストラクション処理においては、三次元的な座標変換処
理（スキャンコンバージョン処理）が行われる。
【００３７】
　図３は、座標変換処理の具体例１を示す図である。図３には、複数のラインデータで構
成されるフレームデータが部分的に図示されており、また、複数のボクセル（データ）で
構成されるボリュームデータが部分的に図示されている。ボリューム構成部２０は、フレ
ームデータを構成する複数のラインデータに基づいて、ボリュームデータを構成する複数
のボクセル（データ）を得る。各ボクセル（データ）は、例えば、そのボクセルの近傍に
位置する複数のラインデータに基づいて補間処理により得られる。
【００３８】
　例えば、図３において、補間対象ボクセルの近傍に位置する４つの補間用ラインデータ
から、補間処理により補間対象ボクセルの値（ボクセル値）が算出される。例えば、補間
対象ボクセルと各補間用ラインデータとの間の距離に応じた重み付けにより、４つの補間
用ラインデータの値を重み付け加算して、補間対象ボクセルのボクセル値が算出される。
【００３９】
　なお、補間用ラインデータは４個以外の複数個であってもよい。また、例えば、補間対
象ボクセルの近傍における複数フレームから、例えば補間対象ボクセルを間に挟む２枚の
フレームから、複数の補間用ラインデータが選択されてもよい。
【００４０】
　ボリューム構成部２０は、ボリュームデータを構成する複数のボクセルの各々を補間対
象ボクセルとして、補間処理により補間対象ボクセルの値（ボクセル値）を算出し、複数
のボクセルデータからなるボリュームデータを形成する。
【００４１】
　図２に戻り、ボリュームデータが形成されると、三次元画像形成部３０は、ボリューム
データに対して、仮想的な視線として複数のレイを設定し、各レイごとにレンダリング演
算を行ってスクリーン上における画素値を得ることにより、複数のレイから得られる複数
の画素値に基づいて３Ｄ（三次元）レンダリング画像を形成する。
【００４２】
　図２の具体例１において、三次元画像形成部３０は、スクリーン上の全画素に対応した
全てのレイを設定せずにレイを間引きながら設定する。例えば、ＸＹ座標系のスクリーン
に対し、Ｘ方向とＹ方向にそれぞれ等画素間隔を空けながら、複数のレイが設定される。
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これにより、スクリーン上の全画素に対応した全てのレイを設定する場合に比べて、レイ
の本数が低減される。
【００４３】
　そして、三次元画像形成部３０は、間引きながら設定した各レイを対象として公知のレ
ンダリング演算を行い、スクリーン上において間引かれた複数の画素値を得ることにより
３Ｄ（三次元）レンダリング画像を形成する。
【００４４】
　全てのレイを設定する場合に比べて、レイの本数が低減されているため、画像形成処理
の処理時間、つまり複数のレイに対するレンダリング演算の処理時間が短縮される。しか
し、全てのレイを設定する場合に比べて、レイの本数が低減されているため、３Ｄレンダ
リング画像の画素数が少なく、画像サイズが小さい上に画像の解像度も低下してしまう。
【００４５】
　そこで、解像度処理ブロック４０において、３Ｄレンダリング画像の画像サイズと解像
度を回復させる超解像拡大処理が行われる。つまり、三次元画像形成部３０において形成
された低解像度画像（３Ｄレンダリング画像）に対して、超解像拡大処理が施されて、画
像サイズと解像度を回復させた高解像度画像（３Ｄレンダリング画像）が形成され、表示
部５０に表示される。
【００４６】
　解像度処理ブロック４０は、前処理部４２と補間処理部４４と精細化処理部４６で構成
され（図１参照）、これら各部において３Ｄレンダリング画像が処理される。以下に、解
像度処理ブロック４０内の各部における処理の具体例を説明する。
【００４７】
　前処理部４２（図１）は、補間処理部４４における補間処理と精細化処理部４６におけ
る精細化処理に先だって、補間処理や精細化処理を好適に行うための前処理を行う。前処
理部４２は、三次元画像形成部３０において形成された３Ｄレンダリング画像（低解像度
画像）内において構造物の繋がりを検出し、構造物の繋がりを強化するｐｒｅＡＩＰ処理
を実行する。
【００４８】
　図４は、前処理部４２における前処理の具体例を説明するための図である。図４には、
３Ｄレンダリング画像に対するｐｒｅＡＩＰ処理の具体例が示されている。
【００４９】
　図４において、ｐｒｅＡＩＰ処理前の３Ｄレンダリング画像は、三次元画像形成部３０
において形成された低解像度画像であり、スクリーン（図２）上において得られた複数の
画素データで構成される。
【００５０】
　前処理部４２は、３Ｄレンダリング画像（低解像度画像）を構成する複数の画素データ
に対してｐｒｅＡＩＰ処理を実行する。例えば、図４に示すように、対象データ（処理対
象となる画素データ）を中心として、方向１～方向４の４方向において、各方向ごとに５
個の画素データに関する分散値（輝度の分散値）が算出される。そして、分散値が最小と
なる方向が特定され、特定された方向における５個の画素データの平均値（輝度の平均値
）が対象データの処理後のデータとされる。なお、方向の総数は４方向以外（例えば２方
向，８方向など）も可能であり、各方向のデータ総数も５個以外（例えば３個，７個，９
個など）とされてもよい。また、平均値に代えて重みづけ加算処理等により得られた値が
利用されてもよい。
【００５１】
　前処理部４２は、３Ｄレンダリング画像（低解像度画像）を構成する複数の画素データ
（望ましくは全ての画素データ）の各々を対象データとしてｐｒｅＡＩＰ処理を実行し、
ｐｒｅＡＩＰ処理後の画素データ（対象データ）からなる３Ｄレンダリング画像を得る。
【００５２】
　一般に、組織等の構造物の表面では、表面の接線方向における輝度の分散が最少となる
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傾向にある。そのため、ｐｒｅＡＩＰ処理により、輝度の分散が最小となる方向を特定し
て、その方向における平均値を得ることにより、ノイズ等を抑制しつつ構造物の繋がりを
維持または強調した画像を得ることが可能になる。なお、ｐｒｅＡＩＰ処理の前に、３Ｄ
レンダリング画像（低解像度画像）に対して平滑化フィルタ処理等を施し、ｐｒｅＡＩＰ
処理に悪影響を及ぼすノイズ等を予め除去しておくことが望ましい。
【００５３】
　補間処理部４４（図１）は、前処理部４２において前処理を施された３Ｄレンダリング
画像を補間処理する。補間処理部４４は、前処理後の３Ｄレンダリング画像を構成する複
数の画素データに対して、補間処理により得られる補間データを画素データ間に挿入する
ことにより画素数を増加させ、補間処理後の３Ｄレンダリング画像を得る。
【００５４】
　図５は、補間処理部４４における補間処理の具体例を説明するための図である。図５に
おいて、補間処理前の３Ｄレンダリング画像は、ｐｒｅＡＩＰ処理後の３Ｄレンダリング
画像（図４）である。補間処理部４４は、補間処理前の３Ｄレンダリング画像を構成する
複数の画素データに対して、例えば線形補間処理により得られる補間データを画素データ
間に挿入することにより、補間処理後の３Ｄレンダリング画像を得る。例えば、Ｘ方向に
おいて互いに隣接する２つの画素データ間に１つの補間データが挿入され、さらにＹ方向
において互いに隣接する２つの画素データ（Ｘ方向において挿入された補間データを含む
）間に１つの補間データが挿入される。
【００５５】
　補間データは、例えば、互いに隣接する２つの画素データの中間値とされる。なお、例
えば、補間データが挿入される位置の近傍における２つ以上画素データを参照して、補間
データのデータ値が決定されてもよい。また、補間データは、その近傍の画素データを参
照して得られることが望ましいものの、近傍の画素データを参照せずに例えば一定値（例
えば一定輝度）の補間データが画素データ間に挿入されてもよい。さらに、２つの画素デ
ータ間に２つ以上の補間データが挿入されてもよい。
【００５６】
　補間処理部４４は、補間処理前の３Ｄレンダリング画像の全域に亘って、画素データ間
に補間データを挿入し、補間処理後の３Ｄレンダリング画像を得る。補間処理部４４にお
いて補間処理された３Ｄレンダリング画像は、精細化処理部４６（図１）において精細化
処理される。
【００５７】
　図６は、精細化処理部４６における精細化処理の具体例を説明するための図である。図
６において、精細化処理前の３Ｄレンダリング画像は、補間処理後の３Ｄレンダリング画
像（図５）である。精細化処理部４６は、精細化処理前の３Ｄレンダリング画像を、例え
ばＩＢＰ処理により高精細化することにより、精細化処理後の３Ｄレンダリング画像を得
る。
【００５８】
　図７は、精細化処理の具体例であるＩＢＰ処理を説明するための図である。精細化処理
部４６は、ＩＢＰ（Iterative Back Projection：反復逆投影）処理を行って３Ｄレンダ
リング画像を高精細化する。
【００５９】
　まず、Ｓ１（ステップ１）において、補間処理後の３Ｄレンダリング画像が対象画像と
される。また、Ｓ２（ステップ２）において、対象画像が仮の高精細画像とされる。
【００６０】
　次に、Ｓ３（ステップ３）において、高精細画像から推定劣化画像が形成される。例え
ば、高精細画像に対して、BlurKernel等の劣化処理用カーネルを作用させて、推定劣化画
像が形成される。BlurKernelは、例えば１次元又は２次元のガウシアン(Gaussin)関数で
構成され、高精細画像を構成する複数の画素データ、望ましくは全ての画素データに対し
て、ガウシアン関数を作用させることにより、高精細画像よりも劣化した（ボケた）推定
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【００６１】
　そして、Ｓ４（ステップ４）において、対象画像と推定劣化画像が比較され、対象画像
と推定劣化画像の差分（差分画像）が導出される。さらに、導出された差分（差分画像）
に対して、Ｓ５（ステップ５）において、ＢＰＫ（BackProjectionKernel）を作用させ、
必要に応じて係数αを乗算することにより、更新成分が生成され、高精細画像と更新成分
が合成（例えば加算）されて高精細画像が更新される。
【００６２】
　Ｓ３からＳ５の処理は、終了条件が満たされるまで繰り返される。終了条件としては、
例えば、対象画像と推定劣化画像との差分（誤差）が十分に小さいと判断された場合、定
められた回数（例えば５回）の繰り返しが終了した場合、などが好適である。
【００６３】
　こうして、Ｓ６（ステップ６）において、終了条件を満たして高精細画像の更新が終了
すると、終了時点における更新結果が精細化処理後の３Ｄレンダリング画像（高解像度画
像）とされる。
【００６４】
　図７を利用して説明したＩＢＰ処理では、画像内における構造物のエッジが強調される
とともに、画像内におけるばらつきも強調されてしまう。そのため、画像内におけるばら
つきを抑えつつ、構造物のエッジを強調するために、Ｓ５において、差分画像に対してＢ
ＰＫ（BackProjectionKernel）を作用させている。ＢＰＫとしては、例えば、ガウシアン
フィルタ、バイラテラルフィルタ、シグモイド関数等が好適である。
【００６５】
　ガウシアンフィルタは、例えば数１式のガウス関数に従った重み付け平滑化フィルタで
ある。フィルタの中央に近いほど大きな重みが付けられ、単純な平均化フィルタに比べ、
より滑らかで自然な平滑化効果が期待できる。対象画像と推定劣化画像との差分画像に対
してガウシアンフィルタを施すことにより、ばらつきに関する加算量が抑えられ、ばらつ
きの強調が抑制される。
【００６６】

【数１】

【００６７】
　なお、数１式におけるσは分散であり、ガウス関数の幅に相当する。σの値が大きいほ
ど平滑化効果は大きくなるが平滑化に伴うボケも顕著になるため、σの値は適宜に設定さ
れることが望ましい。
【００６８】
　バイラテラルフィルタは、例えば数２式の関数に従った重み付けフィルタである。バイ
ラテラルフィルタは、エッジを鈍らせずにノイズを平滑化するために、注目画素からの距
離に応じた重み付けに加えて、注目画素の画素値とその周辺画素の画素値の差に応じて、
ガウス分布に従った重み付けによる平均化を行う。ガウシアンフィルタは画像に依存しな
いフィルタであるのに対し、バイラテラルフィルタは、画像の画素値（輝度値）分布に適
応したフィルタである。対象画像と推定劣化画像との差分画像に対してバイラテラルフィ
ルタを施すことにより、構造物のエッジ強調成分等を維持しつつ、ばらつきに関する加算
量を選択的に抑えることが可能になる。
【００６９】
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【数２】

【００７０】
　なお、数２式におけるσ１とσ２は、それぞれ、空間方向と画素値方向の重みを表し、
Ｋは正規化ファクタである。バイラテラルフィルタは、画素値の勾配も考慮しており、周
辺画素の画素値と注目画素の画素値との差が大きい場合に、フィルタの重み係数が０（ゼ
ロ）に近づく。そのため、注目画素に近い画素値を持つ周辺画素のみを利用して平滑化処
理が行われ、エッジのボケをできる限り抑えることが可能になる。
【００７１】
　シグモイド関数は、例えば数３式により表現される。また、数４式には、シグモイド関
数を応用した関数が示されている。対象画像と推定劣化画像との差分画像に対して、数３
式または数４式の関数を作用させて、更新画像（高精細画像）への加算量を制御するよう
にしてもよい。例えば、加算量が大きい場合に加算量が抑制され、加算量が小さい場合に
加算量が増加される。
【００７２】

【数３】

【数４】

【００７３】
　図８は、シグモイド曲線の具体例を示す図であり、図８には、数４式の関数に対応した
曲線が図示されている。数４式におけるａはゲインと呼ばれ、ａ（ゲイン）の大きさに応
じて、図８における曲線のゼロクロス付近における勾配を制御することができる。また、
数４式において、Ｋの大きさに応じてＳ（ｕ）の最大値と最小値が制御される。
【００７４】
　なお、シグモイド関数を利用せずに、閾値により更新画像（高精細画像）への加算量を
制御するようにしてもよい。例えば、加算量が閾値未満の場合には加算を行い、加算量が
閾値以上の場合には加算を行わないようにしてもよい。
【００７５】
　以上に詳述した処理により、解像度処理ブロック４０において、補間処理により３Ｄレ
ンダリング画像の画像サイズが回復され、高精細化処理により３Ｄレンダリング画像の解
像度が回復される。例えば、スクリーン（図２参照）上の全画素に対応した全てのレイを
設定して得られる３Ｄレンダリング画像と同じ画像サイズで同程度の解像度の３Ｄレンダ
リング画像を得ることが可能になる。
【００７６】
　なお、三次元画像形成部３０において利用されるレイの本数は、例えば、ボリューム構
成部２０において形成されるボリュームデータのボリュームレートに応じて決定すること
ができる。
【００７７】
　例えば、標準モードにおけるボリュームレートが３．０［ｖｏｌ／ｓｅｃ］（１秒あた
り３ボリューム）であると、約３００［ｍｓｅｃ／ｖｏｌ］（１ボリュームあたりの時間
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）となる。この場合において、標準モードにおけるレイの本数（レンダリング画像のサイ
ズ）が３００００画素（２００×１５０本）であり、レイ１本あたりの画像処理時間（レ
ンダリング演算時間）が０．０１［ｍｓｅｃ／ｒａｙ］とすると、１ボリュームに関する
全レイのレンダリング処理時間は３００（３００００×０．０１）［ｍｓｅｃ／ｖｏｌ］
となり、標準モードのボリュームレート約３００［ｍｓｅｃ／ｖｏｌ］に間に合う。
【００７８】
　これに対し、例えば、ボリュームレートを４．０［ｖｏｌ／ｓｅｃ］、つまり２５０［
ｍｓｅｃ／ｖｏｌ］に上げるには、画素数を２５０００（２５０÷０．０１）とする必要
がある。つまり、レイ本数を３００００本から２５０００本に減らす（５／６にする）必
要がある。この場合には、画素数２５０００の低解像度画像が、解像度処理ブロック４０
における超解像拡大処理により、画素数３００００の高解像度画像に高解像度化される。
【００７９】
　また、例えば、ボリュームレートを５．０［ｖｏｌ／ｓｅｃ］、つまり２００［ｍｓｅ
ｃ／ｖｏｌ］に上げるには画素数を２００００（２００÷０．０１）とする必要がある。
つまりレイ本数を３００００本から２００００本に減らす（２／３にする）必要がある。
この場合には、画素数２００００の低解像度画像が、解像度処理ブロック４０における超
解像拡大処理により、画素数３００００の高解像度画像に高解像度化される。
【００８０】
　図９は、図１の超音波診断装置による処理の具体例２を説明するための図である。図９
には、送受信部１２とボリューム構成部２０と三次元画像形成部３０と解像度処理ブロッ
ク４０における処理の具体例が図示されている。
【００８１】
　送受信部１２は、三次元空間内において、フレーム方向に走査面（フレーム）の位置を
移動させながら立体的な走査を行い、これにより、三次元空間内から複数の走査面に対応
した複数フレームのフレームデータを得る。
【００８２】
　図２の具体例１と比較して、図９の具体例２においては、ボリュームデータを構成する
ボクセルデータの総数が低減され、ボリュームデータのサイズが小さい。
【００８３】
　ボリューム構成部２０は、フレーム方向に配列された複数フレームのフレームデータに
対して、リコンストラクション処理を施して、三次元空間に対応したボリュームデータを
形成する。ボリュームデータは、データ空間内において三次元的に配列された複数のボク
セルデータで構成される。リコンストラクション処理においては、三次元的な座標変換処
理（スキャンコンバージョン処理）が行われる。
【００８４】
　図１０は、座標変換処理の具体例２を示す図である。図１０には、複数のラインデータ
で構成されるフレームデータが部分的に図示されており、また、複数のボクセル（データ
）で構成されるボリュームデータが部分的に図示されている。ボリューム構成部２０は、
フレームデータを構成する複数のラインデータに基づいて、ボリュームデータを構成する
複数のボクセル（データ）を得る。各ボクセル（データ）は、例えば、そのボクセルの近
傍に位置する複数のラインデータに基づいて補間処理により得られる。
【００８５】
　図３の具体例１と比較して、図１０においては、ボリュームデータを構成する各ボクセ
ル（データ）の体積が大きい。そのため、例えば、図３の具体例１と同様に、補間対象ボ
クセルの中心の近傍に位置する４つの補間用ラインデータのみを利用して補間処理を行う
と、補間に用いられないラインデータが残ってしまう。補間に用いられないラインデータ
があると、例えばエイリアシング等を発生させる可能性がある。
【００８６】
　そこで、図１０の具体例２においては、座標変換処理（補間処理）の前に、複数のライ
ンデータに対して、例えばガウシアンフィルタ等による前処理を行うことが望ましい。具
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体的には、例えば、図１０に示すように、前処理の対象となる対象ラインデータに対し、
当該対象ラインデータを取り囲む一点鎖線の範囲でガウシアンフィルタのような近傍デー
タを畳み込むような処理を行って処理後の対象ラインデータを得る。これにより、対象ラ
インデータの近傍（一点鎖線の範囲内）のラインデータの値を処理後の対象ラインデータ
に反映させる。
【００８７】
　そして、例えば、全てのラインデータを対象ラインデータとしてガウシアンフィルタを
利用した前処理を行った後に、図３の具体例１と同様に、補間対象ボクセルの中心の近傍
に位置する４つの補間用ラインデータのみを利用して補間処理を行うことにより、補間に
用いられない（補間に影響を与えない）ラインデータの輝度値が存在しないようにするこ
とが可能になる。
【００８８】
　図３の具体例１と比較して、図１０においては、ボクセルデータの総数が少ないため、
リコンストラクション処理の時間が短縮される。
【００８９】
　図９に戻り、ボリュームデータが形成されると、三次元画像形成部３０は、ボリューム
データに対して、仮想的な視線として複数のレイを設定し、各レイごとにレンダリング演
算を行ってスクリーン上における画素値を得ることにより、複数のレイから得られる複数
の画素値に基づいて３Ｄ（三次元）レンダリング画像を形成する。
【００９０】
　三次元画像形成部３０は、ボリュームデータの総数に応じた本数の複数のレイを設定す
る。つまり、図２の具体例１と比較して、図９の具体例２においては、ボリュームデータ
を構成するボクセルデータの総数が低減されているため、三次元画像形成部３０は、図２
の具体例１においてスクリーン上の全画素に対応した全てのレイを設定する場合よりも、
レイの本数を低減する。
【００９１】
　そして、三次元画像形成部３０は、本数を低減させた各レイを対象として公知のレンダ
リング演算を行い、スクリーン上において複数の画素値を得ることにより３Ｄ（三次元）
レンダリング画像を形成する。
【００９２】
　レイの本数が低減されているため、画像形成処理の処理時間、つまり複数のレイに対す
るレンダリング演算の処理時間が短縮される。しかし、レイの本数が低減されているため
３Ｄレンダリング画像の画素数が少なく、画像サイズが小さい上に画像の解像度も低下し
てしまう。
【００９３】
　そこで、解像度処理ブロック４０において、３Ｄレンダリング画像の画像サイズと解像
度を回復させる超解像拡大処理が行われる。つまり、三次元画像形成部３０において形成
された低解像度画像（３Ｄレンダリング画像）に対して、超解像拡大処理が施されて、画
像サイズと解像度を回復させた高解像度画像（３Ｄレンダリング画像）が形成され、表示
部５０に表示される。解像度処理ブロック４０は、前処理部４２と補間処理部４４と精細
化処理部４６で構成され（図１参照）、図４～図７を利用して詳述した処理を実行して、
低解像度画像（３Ｄレンダリング画像）に対して、超解像拡大処理を施して、画像サイズ
と解像度を回復させた高解像度画像（３Ｄレンダリング画像）を形成する。
【００９４】
　図９の具体例２においても、補間処理により３Ｄレンダリング画像の画像サイズが回復
され、高精細化処理により３Ｄレンダリング画像の解像度が回復される。例えば、図２に
おけるスクリーン上の全画素に対応した全てのレイを設定して得られる３Ｄレンダリング
画像と同じ画像サイズで同程度の解像度の３Ｄレンダリング画像を形成することが可能に
なる。
【００９５】



(14) JP 2016-19554 A 2016.2.4

10

　以上、本発明の実施において好適な超音波診断装置について説明したが、例えば、図１
に示したボリューム構成部２０と三次元画像形成部３０と前処理部４２と補間処理部４４
と精細化処理部４６のうちの少なくとも一つをコンピュータにより実現し、そのコンピュ
ータを超音波画像処理装置として機能させてもよい。
【００９６】
　なお、上述した実施形態は、あらゆる点で単なる例示にすぎず、本発明の範囲を限定す
るものではない。本発明は、その本質を逸脱しない範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００９７】
　１０　プローブ、１２　送受信部、２０　ボリューム構成部、３０　三次元画像形成部
、　４０　解像度処理ブロック、４２　前処理部、４４　補間処理部、４６　精細化処理
部、５０　表示部、６０　制御部。

【図１】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図２】
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【図３】
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【図９】
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【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月25日(2015.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受するプローブと、
　プローブを送信制御することにより超音波の受信信号を得る送受信部と、
　超音波の受信信号に基づいて得られるフレームデータに対して座標変換処理を施すこと
により、複数のボクセルデータで構成されるボリュームデータを形成するボリューム構成
部と、
　前記ボリュームデータに対して複数のレイを設定し、各レイごとにレンダリング演算を
行ってスクリーン上における画素値を得ることにより、複数のレイから得られる複数の画
素値に基づいて超音波画像を形成する画像形成部と、
　画像形成部において形成された超音波画像を高解像度化する解像度処理部と、
　を有し、
　前記ボリューム構成部は、前記スクリーン上の全画素に対応した全てのレイを設定する
場合のボリュームデータよりもボクセルデータの総数を低減したボリュームデータを形成
し、
　前記画像形成部は、ボクセルデータの総数が低減された前記ボリュームデータに対して
ボクセルデータの総数に応じた本数の複数のレイを設定することにより、前記スクリーン
上の全画素に対応した全てのレイを設定する場合よりもレイの本数を低減して前記超音波
画像を形成し、
　前記解像度処理部は、レイの本数が低減された前記超音波画像を高解像度化することに
より、レイの本数の低減に伴って低下した当該超音波画像の解像度を高める、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　フレームデータを構成する各ラインデータに対して、当該ラインデータを取り囲む範囲
内の他のラインデータの値を反映させる前処理を施し、前処理を施された複数のラインデ
ータで構成されるフレームデータに対して前記座標変換処理を施すことにより、ボクセル
データの総数が低減された前記ボリュームデータを形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置において、
ボリュームレートから換算される１ボリュームあたりの時間に、複数のレイに対する前記
レンダリング演算の１ボリュームあたりの演算時間が間に合うように、ボリュームレート
に応じてレイの本数を決定する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記解像度処理部は、前記画像形成部において形成された超音波画像に補間データを挿
入して当該超音波画像の画素数を増加させる補間処理と、当該補間処理により画素数を増
加させた超音波画像に対する精細化処理により、超音波画像を高解像度化する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の超音波診断装置において、
　前記解像度処理部は、前記精細化処理において、前記補間処理により画素数を増加させ
た超音波画像を対象画像とし、当該対象画像を高精細化して高精細画像を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の超音波診断装置において、
　前記解像度処理部は、高精細画像を劣化させた劣化画像と対象画像との比較結果に基づ
いて更新成分を導出し、高精細画像と更新成分とを合成して高精細画像を更新することに
より、当該対象画像を高精細化した高精細画像を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　超音波を送受することにより得られたフレームデータに対して座標変換処理を施すこと
により、複数のボクセルデータで構成されるボリュームデータを形成するボリューム構成
部と、
　前記ボリュームデータに対して複数のレイを設定し、各レイごとにレンダリング演算を
行ってスクリーン上における画素値を得ることにより、複数のレイから得られる複数の画
素値に基づいて超音波画像を形成する画像形成部と、
　画像形成部において形成された超音波画像を高解像度化する解像度処理部と、
　を有し、
　前記ボリューム構成部は、前記スクリーン上の全画素に対応した全てのレイを設定する
場合のボリュームデータよりもボクセルデータの総数を低減したボリュームデータを形成
し、
　前記画像形成部は、ボクセルデータの総数が低減された前記ボリュームデータに対して
ボクセルデータの総数に応じた本数の複数のレイを設定することにより、前記スクリーン
上の全画素に対応した全てのレイを設定する場合よりもレイの本数を低減して前記超音波
画像を形成し、
　前記解像度処理部は、レイの本数が低減された前記超音波画像を高解像度化することに
より、レイの本数の低減に伴って低下した当該超音波画像の解像度を高める、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
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摘要(译)

解决的问题：在基于体数据形成超声图像时，减少图像形成过程的处理
时间并防止图像分辨率降低。 三维图像形成单元30为体数据设置多条射
线，并通过使用多条射线的图像形成处理形成超声图像。 分辨率处理块
40提高在三维图像形成单元30中形成的超声图像的分辨率。 减少了三维
图像形成单元30的图像形成处理中使用的射线数量，并且缩短了图像形
成处理的处理时间以形成超声图像。 此外，在分辨率处理块40中，通过
增加超声图像的分辨率，随着射线数量减少而降低的超声图像的分辨率
增加。 [选型图]图1
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